
ライフセービングルール

高所作業

足場、人員用リフト、プラットフォーム、はしごが検査済
みで、防壁とガードレールが適所に設置されていること
を確認します。

立入禁止区域が設置されていることを検証します。

個人用の落下保護装置を点検し、救護策を確認します。

防護壁の外側にいる間は、承認されたアンカーポイント
に完全に拘束されている状態を保持します。

落下物を防ぐための道具と用具を必ず使用します。

高所からの墜落を見極め、防止し、
墜落から身を守る

安全である場合にのみ作業を開始し、そうでない場合は
作業を停止します。


